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令和６年１２月２６日（木） 午後２時１５分開会 

 

市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

上入來 幸一（会長）  仮屋 幸孝（会長代理） 弟子丸 宗一（運営委員） 

有村 伊智博   池田 晃     岩元 節朗    園山 一則 

鳩宿 隆雄    豊留 辰男    鳥丸 俊秀    永尾 寛 

中村 秀彦    枇榔 稔     福永 大悟    穂満 和廣 

堀之内 薫    本多 剛     横峯 明人 

 

上四元 正昭 

 

 

事務局長  種村 

主 幹   竹之内 

支局主任  濵畑、陣ケ尾、小山田、山下、山﨑、小村、栗須 

専門員   髙山、指宿、有馬、新村、吉満、折田、渡邉、真方、福元 

主 査   安樂、上﨑 

主 任   矢崎、米倉 

主 幹   村田 

主 査   神崎 

 

１ 農地法第３条許可申請に関する件 

２ 農地法第４条許可申請に関する件 

３ 農地法第５条許可申請に関する件 

４ 非農地認定に関する件 

５ 農地利用変更届出に関する件 
６ 農用地利用集積計画に関する件 

７ 相続税の納税猶予に関する件 

８ 地域計画に係る意見書に関する件 

９ 農用地利用集積等促進計画に係る意見書に関する件 

10 農地中間管理事業の事務委任に関する件 

 

１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 

２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

 ３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

５  農用地利用集積等促進計画に関する報告について 
６ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 

  

 



   
 

 

 

 

 

議    長 

 

 

 

 

 

議    長 

 

 

 

 

開 会（午後２時１５分） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和６年度第９回総会を開催いたしま

す。 

 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１８人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、上四元委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、中村委員、堀之内委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせします。 

議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」、議題４．「農地利用変更届出に関

する件」、議題６．「農用地利用集積計画に関する件」につきましては、議事参与

の制限となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 -  
 

 

議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～４ページ １４件 

議    長 それでは、議題１．「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

４ページ、番号１３号につきましては、１９番委員自身が、申請人となってい

る案件でございます。 

従いまして、１９番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

１９番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１９番委員離席後） 

 

それでは、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、申請理由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

別冊資料１の２５ページにありますように、今回の第３条案件は、農地法第３

条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通

しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」番号１３号につきましては、原案どおり許可することに決定し、

申請人に許可書を交付することといたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１９番委員におかれましては、ご着席をお

願いします 

 

（１９番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

 
まず、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請理由：労力不足、相手要望、権利の種別：所有権移転、売買。 

番号２号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買。 

番号３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について、補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、１４年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号６号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号８号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、１７番委員お願いします。 

 

１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、１０年以上の農作業経験があるた

め、新規就農には該当しません。 

番号１０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１０委員お願いします。 
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１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１２号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在、経営農地はありませんが、親の農地の耕作を手伝いなどしな

がら３５年以上の農作業経験があるため、新規就農には該当しません。今回、農

地を取得するにあたり３条許可の申請を行うものであります。 

番号１４号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地法第４条許可申請に関する件 

５ページ ３件 

議    長 次に、議題２．「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：貸駐車場１０５．００㎡、転回場等１５３．００㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…市道、西・南…本人畑、北…宅地、境界…土

留、雨水…自然流下。 

この件に関しましては、補足して説明します。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を令和３年３月ごろから貸駐車場と

して使用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならないこと、今後は、こ

のようなことのないよう指導いたしました。 

以上です。 

 

議 長 次に、喜入、７番委員お願いします。 
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７ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、九電柱２本０．１５㎡、引込柱２本０．０２㎡、太陽光支柱１０５

本０．４２㎡、フェンス支柱９９本３．４０㎡、東…他人畑、農道、西…他人畑、

南…他人畑、水路、北…農道、境界…土留、雨水…自然流下。 

この件につきまして補足説明をいたします。 

申請者は、平成３１年１月１０日に許可を受けて農用地 区域内農地にある自己

所有の農地に営農型太陽光発電設備を設置し、下部農地において椎茸栽培の営農

を行っております。 

この支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可

は、支柱等の部分のみ一時転用許可となり、今回２回目の更新となります。 

詳細につきましては、支局職員より説明いたします。 

 

喜 入 支 局 ご説明いたします。 更新条件として 

①営農の適切な継続の確保。 

②下部の農地での単収が同じ年の地域の同じ農作物の平均的な単収と比較して

おおむね２割以上減収していないこと。 

③生産された農作物の品質に著しい劣化が認められないこと。となっておりま

す。 

営農の継続及び農産物の品質については、現地調査において確認しております。

また、下部の農地での単収については、平均的な単収は、鹿児島県森林技術総合

センターによると、原木１本当たりの収穫量は３００ｇとのことから、当該申請

の収量は３年間で育成期間中の原木を除いた収穫可能な原木の本数は５，４００

本となり、３年間の総収量１，７８１．１５ｋｇに対し、平均収量は１，６２０

ｋｇ、その８割は１，２９６ｋｇとなるため、平均収量の８割以上の収量がある

ことになります。なお、生産された農作物の品質については、良好であるとの鹿

児島森林組合の意見書も添付されており、生産直売所等に定期的に出荷している

ことも確認しております。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、住家１棟１４５．９５㎡、庭敷地等５３９．８２㎡、東・西…宅地、

南・北…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽。 

この件ついて補足説明をさせていただきます。 

申請地は郡山支所から西へ約１．２ｋｍに位置する、第３種農地の土地区画整

理区域内農地に該当します。 

また、隣接する自己所有の宅地３４１．１５㎡を住宅用の敷地として一体利用

し、二世帯住宅を建築するものです。 

以上です。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第４条件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号２

号は農用地区域内農地、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断

されます。お目通しをお願いいたします。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」３件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 

但し、農用地区域内農地である番号２号につきましては、「県農業会議」に意見

聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付することといた

します 

 

 

議題３．農地法第５条許可申請に関する件 

６ページ～１１ページ １３件 

議    長 次に、議題３．「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：住家１棟８７．７７㎡、庭敷地等１７８．２３㎡、周

囲の状況及び被害防除計画：東…宅地、西…渡人田、他人田、南…水路、北…農

道、渡人田、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚水…合併浄化槽、権利の種

別：所有権移転、売買。 

番号２号、建売住宅２棟１５２．０５㎡、庭敷地等３４６．９５㎡、東・北…

宅地、西…宅地、渡人田、南…里道、渡人田、境界…ブロック積、コンクリート

擁壁、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号３号、住家１棟６３．５１㎡、庭敷地等１３７．４９㎡、東・北…宅地、

西…渡人畑、南…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号４号、住家１棟１０５．１６㎡、庭敷地等１７７．８４㎡、東…宅地、西

…里道、宅地、南…市道、宅地、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 
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１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、資材置場５５１．００㎡、東…別件５条申請地、西・南…宅地、他

人田、北…水路、他人田、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号６号、通路２０．００㎡、東…里道、西…別件５条申請地、南…宅地、北

…他人田、境界…土留、雨水…自然流下、使用貸借権。 

この２件について補足説明をいたします。 

申請地は、両方とも伊敷支所から北西へ約６．５ｋｍに位置する、おおむね１

０ｈａ以上の農地の広がりのある「第１種農地」に該当します。 

第１種農地は原則として農地転用することができませんが、第１種農地の不許

可の例外である、農地法施行規則第３３条第４号の「集落接続施設」に該当する

ため、今回の転用許可はやむを得ないと判断いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、運動場１，５８０．００㎡、駐車場４５２．６５㎡、転回場等３９

１．３５㎡、東・北…宅地、西…渡人畑、南…他人畑、境界…ブロック積、土留、

雨水…市道側溝、所有権移転、売買。 

番号８号、住家１棟８１．９９㎡、庭敷地等４１７．０１㎡、東…渡人畑、西・

北…他人畑、南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

番号９号、資材置場５８６．２５㎡、法面３５８．４６㎡、転回場等３，３９

８．２９㎡、東・南…市道、西・北…山林、境界…土留、雨水…自然流下、賃貸

借権。 

この件につきまして、事務局より補足説明いたします。 

 

吉 野 支 局 番号９号につきまして、補足してご説明申し上げます。（図面掲示） 

申請地は、吉野支所から北東へ約２．５ｋｍに位置する「第２種農地のその他

の農地」です。 

申請人は、本市松元地区上谷口町で林業・土木工事業を営んでおります。 

申請面積は、県農業会議への諮問が必要な３，０００㎡を超える４，３４３．

００㎡ですが、法面３５８．４６㎡を除く有効利用面積に、木材１，０００本、

廃材１０６．２５㎥の資材を配置する計画でございます。 

申請人は、同地区四元町に既存の同種施設を保有しておりますが、近年、鹿児

島市北部地域での木材伐採搬出や土木解体工事業の需要が高まってきているた

め、資材の保管・管理及び搬入・運搬等に便利な場所に位置しているとの理由で、

資材置場として賃貸借使用することから、転用は確実と思われるため、今回の転

用許可はやむを得ないと判断したところです。 

以上で説明を終わります。 

 

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、住家１棟１１５．１０㎡、庭敷地等１５９．９０㎡、東・南…宅

地、西…市道、北…貸人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄

化槽、使用貸借権。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、住家１棟１２０．４７㎡、庭敷地等２２２．５３㎡、東・南…宅

地、西…他人畑、北…私道、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄

化槽、所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請地は、喜入支所から南西に約４００ｍに位置する、都市計画用途地域内農

地の「第３種農地」に該当します。 

なお、譲渡人は申請地を令和４年４月に農地利用変更を行なったが、高齢及び

後継者の転勤により、耕作することが困難となった旨の理由書が添付されていま

す。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。 

 

１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、建売住宅１棟９４．４０㎡、庭敷地等２６６．６０㎡、東…宅地、

墓地 西…水路、南…私道、北…農道、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚

水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１３号、倉庫兼事務所１棟１，４９９．００㎡、駐車場２，２１２．６０

㎡、通路等６，５２７．４３㎡、東…渡人畑、宅地、雑種地、私道、西…渡人畑、

他人畑、宅地、南…県道、北…他人畑、宅地、境界…ブロック積、雨水…県道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

この件につきまして、事務局から補足してご説明申し上げます。 
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松 元 支 局 番号１３号につきまして、補足してご説明申し上げます。（図面掲示） 

申請地は松元支所から東北東へ約２．７ｋｍに位置する、都市計画法第８条第

１項第１号に規定する用途地域が定められている区域内にある都市計画用途地域

内農地であり、「第３種農地」です。 

申請人は本市に本部を置く法人です。 

現在、商品配送の業務を行う配送センターについて、一部老朽化しており、ま

た手狭のため、転用面積９，５３７㎡と隣接する雑種地を一体利用し、区域区分

の定められていない都市計画区域内における３，０００㎡以上の総面積９，９６

９．０３㎡に都市計画法第２９条の開発許可を申請のうえ、新たに事務所兼倉庫

を建設するものです。 

 主な施設の内訳は事務所兼倉庫１棟１，４９９㎡、従業員、来客用及び配送車

両駐車場６，２５７．４３㎡、通路等６，２５７．４３㎡となっております。 

以上のことから、事業実施の確実性は認められると思われることから、今回の

転用許可はやむを得ないと判断したところです。 

以上で説明を終わります。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、番号

５、６号は第１種農地、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当すると判断

されます。お目通しをお願いいたします。 

 

〔「２番委員」挙手あり〕 

 

はい、２番委員どうぞ。 

 

 

２ 番 委 員 番号１３ですが、今までの施設がありますよね。そこを全部引き払って、こち

らに移転をするということでよろしいですか。 

 

松 元 支 局 本部は伊敷の方にあり、中山にも店舗があるのですが、そこを引き払うかどう

かは確認しておりません。事業拡大ということは聞いております。 

 

１ ０ 番 委 員 私は、組合員ですが、中山の店舗と伊敷にある本部を全部引き払って、松元に

移転するということ聞いております。 

 

２ 番 委 員 わかりました。 

 



 - 9 -  
 

 

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」１３件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、第１種農地である番号５、６号及び転用面積が３，０００㎡を超える番

号９、１３号につきましては、「県農業会議」に意見聴取し、許可して差し支えな

い旨の回答を得た後、許可書を交付することといたします。 

 

 

議題４．非農地認定に関する件 

１２ページ～１５ページ １１件 

議    長 次に、議題４．「非農地認定に関する件」を審議します。 

１５ページ、番号１１号につきましては、１９番委員自身が、申請人となって

いる案件でございます。 

従いまして、１９番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

１９番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１９番委員離席後） 

 

それでは、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「非農地認定に関する

件」番号１１号につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１９番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。 

 

（１９番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

 
まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号２号、調査結果：住家１棟、４２年経過、現況宅地。 

番号３号、調査結果：杉、孟宗竹・雑木自然繁茂、約６０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、４番委員お願いします。 

 

４ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、調査結果：住家１棟、６０年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、６番委員お願いします。 

 

６ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、調査結果：事務所１棟、３３年経過、現況宅地。 

番号６号、調査結果：車庫１棟、４３年経過、現況宅地。 

番号７号、調査結果：法面として４３年経過、現況雑種地。 

番号８号、調査結果：杉、孟宗竹・雑木自然繁茂、約５０年経過、現況山林。 

番号９号、調査結果：住家１棟、２１年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 
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１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１０号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「非農地認定に関する

件」１０件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題５．農地利用変更届出に関する件 

１６ページ １件 

議 長 次に、議題５．「農地利用変更届出に関する件」を審議します。 

それでは、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地と高低差があ

るため、切土・盛土を行い、畑としての利便性を図る。工事開始日：令和７年１

月１０日、工事終了日：令和７年７月９日、周囲の状況：東…本人田、他人田、

西…他人田、南…市道、北…他人田、農道、境界…土留、高さ…０．３ｍ～１．

０ｍ、作物…ぶどう、搬入土…シラス、黒土。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５．「農地利用変更届出に

関する件」１件につきましては、原案どおり受理することに決定いたします。 
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議題６．農用地利用集積計画に関する件 

１７ページ～２８ページ ２１件 

議    長 次に、議題６．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

２８ページ、番号１９、２０号につきましては、１９番委員自身が、申請人と

なっている案件でございます。 

従いまして、１９番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

１９番委員におかれましては、離席をお願いします。 

 

（１９番委員離席後） 

 

それでは、番号１９、２０号につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 それでは、議事参与の制限の案件について、ご説明いたします。 

２８ページをご覧下さい。 

番号１９号、地目：畑、面積１，３７６．００㎡、権利の種類：使用貸借権、

設定期間１０年、区分：新規。 

番号２０号、地目：畑、面積６６４．００㎡、権利の種類：使用貸借権、設定

期間１０年、区分：新規。 

令和６年１２月２７日公告予定です。 

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」番号１９、２０号につきましては、原案どおり、承認することに決

定いたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１９番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。 

 

（１９番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

残りの１９件及び先ほどの２件を併せて、一括して事務局から説明をお願いし

ます。 
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事 務 局 資料の１７ページをご覧下さい。 

「議案第６号」、令和６年１２月２７日公告予定の、農用地利用集積計画集計表

について、只今の分も含め、ご説明申し上げます。 

右側の一番下になります。 

所有権移転１件、１筆、３６５．００㎡、賃貸借権１２件、１４筆、 

２１，４０８．００㎡、使用貸借権８件、１０筆、８，６５４．００㎡、 

合計２１件、２５筆、３０，４２７．００㎡です。 

議案書の１８ページから２８ページは、農用地利用集積計画の内容です。お目

通しをお願いいたします。 

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

以上で、説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６．「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題７．相続税の納税猶予に関する件 

２９ページ １件 

議    長 次に、議題７．「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

それでは、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ２９ページをご覧ください。 

相続税の納税猶予の証明に係るものです。 

相続開始年月日は、平成２７年４月１７日です。 

申請人は被相続人の子で、今回が４回目の発行です。 

申請は令和６年１１月２１日に提出され、１２月１３日に、６番委員、私、事

務局職員２名で現地調査を行いましたので、その結果をご説明いたします。 

申請農地は、全て畑でした。 

番号１は、ハウス２連棟に、三つ葉、レタスが水耕栽培で作付けされ、番号２、

３は、続き地で、ハウス２連棟に、三つ葉、レタスが水耕栽培で作付けされてお

りました。 

従いまして、各特例適用農地において、申請者が農業経営を行っておりました

ので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行については、支障がな

いものと判断いたします。 

以上です。 
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議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７．「相続税の納税猶予に

関する件」１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

 

議題８．地域計画に係る意見書に関する件 

別冊資料２ １３件 

議    長 次に、議題８．「地域計画に係る意見書に関する件」を審議します。別冊資料２

です。 

それでは、農政総務課から説明をお願いします。 

 

農 政 総 務 課 議題８．「地域計画に係る意見書に関する件」について説明します。 

今回は新規が１２件、変更が１件でございます。 

別冊資料３の２ページをご覧ください。 

新規の１２件になっております。 

それぞれの農林事務所から説明をお願いします。 
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谷山支局主任 それでは、３ページです。 

地域名 五ヶ別府町（笠木、三重野） 

谷山地域の北部に位置しております。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積５．６２ｈａで、全て畑となっております。 

（２）地域農業の現状及び課題 

担い手が２名おり、施設野菜の栽培を行っているが、地域の多くの農地は狭小

で、直売所向けや自家消費の野菜を生産している。また、引き受け可能面積より

も規模縮小意向の面積が大きいことから、遊休農地の増加が懸念される。畑かん

施設も整備されているが、施設が古いことから修繕が必要となってくる。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（１）農用地の効率化かつ総合的な利用に関する方針 

現在、ほとんどの耕作者が現状維持の意向を示しているが、高齢化により離農

する可能性が高く、そのような農地を担い手に集積する。担い手に集積しきれな

かった農地は、地域外の多様な経営体に農業生産を行ってもらう。 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 １１．２％ 将来の目標とする集積率 ２０．０％ 

 

次に、４ページです。 

３ 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためのとるべき必要な措

置 

（１）農用地の集積、集団化の取組 

今後は高齢化等により、離農者が増える事が予想されることから、農地を担い

手へ集積させていく。 

（４）多様な経営体の確保。育成の取組 

地域内外から担い手になりうる多様な経営体を募り、育成していくため、関係

機関と連携し、新たな担い手となるように育成に取り組んでいく。 

次に、６ページです。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

２１経営体ありまして、うち担い手が２経営体となっております。 

以上です。 
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伊敷支局主任 

 

それでは、９ページです。 

地域名 犬迫町（荒磯、久木田下門) 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積２０．４ｈａで、うち田が１９．０ｈａとなっておりま

す。 

（２）地域農業の現状及び課題 

自家用水稲の作付が主である。 

（３）地域における農業将来の在り方 

普通期水稲を中心とした営農を継続しつつ、耐暑性に優れた水稲品種への転換

やタマネギなどの裏作作物も検討する。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ０％ 将来の目標とする集積率 ２０．０％ 

次に、１０ページです。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

１３３経営体となっております。 

 

次に、１５ページです。 

地域名 小山田町（中ノ甲、稲村) 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積２７．３ｈａで、うち田が２６．９ｈａとなっておりま

す。 

（２）地域農業の現状及び課題 

水田でほぼ占められており、施設栽培も含めた園芸作物の転作も一部行われて

いるが、水稲単作が主に行われている。 

（３）地域における農業将来の在り方 

稲作を主体とした水田農業を引き続き行う。耐暑性に優れた品種への転換も検

討し、安定生産を図る。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 １，２％ 将来の目標とする集積率 ２０．０％ 

次に、１６ページです。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

２７７経営体ありまして、うち担い手が２経営体となっております。 

 

次に、２５ページです。 

地域名 皆与志 

１ 地域における農業の将来の在り方 
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（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積２７．４ｈａで、うち田が２７．３ｈａとなっておりま

す。 

（２）地域農業の現状及び課題 

主食用水稲の作付が主となっている。 

（３）地域における農業将来の在り方 

稲作を主体とした水田農業を引き続き行う。耐暑性に優れた品種への転換も検

討し、安定生産を図る。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ０％ 将来の目標とする集積率 ２０．０％ 

次に、２６ページです。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

１９０経営体となっております。 

以上です。 

 

桜 島 支 局 それでは、３３ページです。 

地域名 桜島赤水 

桜島地区の南部に位置し、桜島赤水町のみで構成されています。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積２．１ｈａで、ほとんど畑となっております。 

（２）地域農業の現状及び課題 

被覆施設を利用した野菜等の栽培が行われており、降灰による被害が発生して

いる。担い手がおらず、高齢化が進んでおり、遊休農地の増加が懸念される。 

（３）地域における農業の将来の在り方 

引き続き、生産牛の経営を行い、一部ぶどうへの品目転換を行い、消費者ニー

ズに合わせた栽培を行う。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（１）農用地の効率化かつ総合的な利用に関する方針 

農業を担う者の農地利用の推進や地域外からの新規就農者等の受け入れによ

り、遊休農地の発生防止を進めることとしている。 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ０％ 将来の目標とする集積率 ２０．０％ 

次に、３４ページです。 

３ 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためのとるべき必要な措

置 

（１）農用地の集積、集団化の取組 

高齢化により、離農者が増える事が予想されることから、地域内の耕作者に加

え、地域外からも担い手を受け入れることで集積を図る。 
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４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

５経営体となっております。 

 

次に、３７ページです。 

地域名 桜島小池 

桜島地区の中央に位置し、桜島小池町、桜島横山町で構成されています。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積２．３ｈａで、ほとんど畑となっております。 

（２）地域農業の現状及び課題 

被覆施設を利用した葉ネギや柑橘類の栽培が行われており、降灰による被害が

発生している。担い手がおらず、高齢化が進んでおり、遊休農地の増加が懸念さ

れる。 

（３）地域における農業の将来の在り方 

引き続き、被覆施設を利用して葉ネギや柑橘類の栽培を行う。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（１）農用地の効率化かつ総合的な利用に関する方針 

農業を担う者の農地利用の推進や地域外からの新規就農者等の受け入れによ

り、遊休農地の発生防止を進めることとしている。 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ０％ 将来の目標とする集積率 ２０．０％ 

次に、３８ページです。 

３ 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためのとるべき必要な措

置 

（１）農用地の集積、集団化の取組 

高齢化により、離農者が増える事が予想されることから、地域内の耕作者に加

え、地域外からも担い手を受け入れることで集積を図る。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

９経営体となっております。 

以上です。 

 

喜入支局主任 それでは、４１ページです。 

地域名 中名 

喜入支所から下へ３ｋｍの所に位置しております。 

中名上、中名中、中名下の３つの集落から構成されております。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積３８．３ｈａで、うち田が１７．６ｈａとなっておりま

す。 

（２）地域農業の現状及び課題 

田畑が混在しておりまして、地域で露地野菜や水稲の栽培が盛んな地域である

が、狭小・不整形な農地が多く、農家の規模拡大が難しい地域である。 
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（３）地域における農業の将来の在り方 

今後は、新規就農者や担い手へ集積を行い、優良農地の遊休化を未然に防ぐ。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ５．３％ 将来の目標とする集積率 １１．９％ 

次に、４２ページです。 

３ 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためのとるべき必要な措

置 

（１）農用地の集積、集団化の取組 

農地の交換などにより、担い手農地の団地化を進める。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

１５９経営体ありまして、うち認定農業者が５経営体となっております。 

 

次に、４９ページです。 

地域名 喜入 

喜入支所周辺の地域で、７集落から構成されております。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積８２．７ｈａで、うち田が４４．９ｈａとなっておりま

す。 

（２）地域農業の現状及び課題 

水田では早期水稲、畑作地帯では、オクラ、スナップエンドウ、スイートコー

ン等が栽培されている。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針 

耕作が困難になった農地は担い手への集積を進める。 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 １．０％ 将来の目標とする集積率 ４．７％ 

次に、５０ページです。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

３０６経営体ありまして、うち認定農業者が８経営体となっております。 

 

次に、５９ページです。 

地域名 喜入前之浜 

喜入支所から南へ３ｋｍの所に位置しております。 

川上、川中、鈴の３つの集落から構成されております。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積７８．２ｈａで、うち田が２８．３ｈａとなっておりま

す。 
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（２）地域農業の現状及び課題 

水田では早期、通期の作付がされている。 

広大な畑作地帯があり、カンショ、カボチャ、オゥラなどの露地野菜に加え、

施設のよる軟弱野菜が栽培されている。 

多面的機能交付金の活用による、前之浜みのり保存会、また中山間地域直接支

払制度を利用で、２集落が協定を締結しており、遊休農地や農道等の保全・管理

をしている。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（１）農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針 

規模拡大を検討している農家に農地の集積を進める。 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 １．９％ 将来の目標とする集積率 １４．６％ 

次に、６０ページです。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

１２０経営体ありまして、うち認定農業者が３経営体となっております。 

以上です。 

 

農 政 総 務 課 それでは、６５ページです。 

地域名 上谷口町谷頭原 

松元地域の南部に位置し、４集落から構成されております。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積２７．１２ｈａで、うち田が２４．７４ｈａとなってお

ります。 

（２）地域農業の現状及び課題 

当地区は、農地全体の約７割で茶が栽培されている。 

（３）地域における農業の将来の在り方 

中心経営体を中心に、茶や野菜を中心とした栽培を行い、スマートの農業の導

入を進める。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（１）農用地の効率化かつ総合的な利用に関する方針 

中心経営体、新規就農者を中心に、農地利用の推進により遊休農地の発生を防

止する。 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ６５．７％ 将来の目標とする集積率 ８０．０％ 

次に、６６ページです。 

３ 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためのとるべき必要な措

置 

（１）農用地の集積、集団化の取組 

普通畑の耕作状況や地権者の意向を把握しながら中心経営体へ集約化を図る。 
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４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

７１経営体ありまして、うち認定農業者が４経営体となっております。 

 

次に、７１ページです。 

地域名 上谷口町田原春 

松元地域の中心部に位置しております。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積２．８ｈａで、水田地帯となっております。 

（２）地域農業の現状及び課題 

当地区は、農業者の高齢化が進み、後継者のいない農地で、遊休農地の増加が

懸念されることから、地域住民などを交え地域全体で農地を利用しいく仕組みの

構築が喫緊の課題である。 

（３）地域における農業の将来の在り方 

当面は地域内の作業委託を行っている生産者や規模拡大の意向のある生産者へ

の農地集約を図り、地域の活性化のため、担い手への農地の集約化に配慮しつつ、

農業を担う者への農地の再配分を進めることができるように、地域と担い手が一

体となって農地を利用していく体制の構築を図る。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目

標 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ３．０％ 将来の目標とする集積率 ２０．０％ 

次に、７２ページです。 

３ 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためのとるべき必要な措

置 

（１）農用地の集積、集団化の取組 

営農可能な農地を集約し、その他の農地はまとめて貸付けられるよう地域内の

情報共有を活発に行う。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

３６経営体ありまして、うち認定農業者が１経営体となっております。 

 

次に、７７ページです。 

地域名 春山町桟敷原 

松元地域の東部に位置し、２集落から構成されております。 

１ 地域における農業の将来の在り方 

（１）地域計画の地域の状況 

区域内の農用地等面積１１．４ｈａで、全て畑となっております。 

（２）地域農業の現状及び課題 

当地区は、農地全体の約９割で茶が栽培されている。 

（３）地域における農業の将来の在り方 

中心経営体を中心に、茶を中心とした栽培を行い、スマートの農業の導入を進

める。 

２ 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率化かつ総合的な利用に関する目
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標 

（１）農用地の効率化かつ総合的な利用に関する方針 

中心経営体を中心に、農地利用の推進により遊休農地の発生を防止する。 

（２）担い手（効率的かつ安定的な経営を営む者）に対する農用地の集積に関

する目標 

現状の集積率 ４４．２％ 将来の目標とする集積率 ６０．０％ 

次に、７８ページです。 

３ 農業者及び区域内の関係者が２の目標を達成するためのとるべき必要な措

置 

（１）農用地の集積、集団化の取組 

普通畑の耕作状況や地権者の意向を把握しながら中心経営体へ集約化を図る。 

４ 地域内の農業を担う者一覧（目標地図に位置付ける者） 

５１経営体ありまして、うち認定農業者が３経営体となっております。 

以上です。 

 

農 政 総 務 課 引き続き、８４ページです。 

変更についてです。春山町寺脇地域です。 

旧計画では、名称を春山町としていましたが、同じ春山町にある桟敷原と区別

するため、春山町寺脇に変更します。 

８５ページをご覧ください。 

主な変更の内容は、春山町８３３－１外７筆の編入、春山町３８－１外４筆の

除外です。 

これに伴い、全体面積が０．８３ｈａ増加します。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、農政総務課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、事務局として何か意見がありますでしょうか。 

 

 

事 務 局 今回新たに策定する１２件につきましては、制度の周知徹底を十分に図ること

ということで農業委員会の意見として述べさせていただききたいと思います。 

変更につきましては、特に意見はございません。 

以上です。 

 



 - 23 -  
 

 

議    長 それでは、議題８「地域計画に係る意見書に関する件」１３件につきましては、

原案どおり決定いたします。 

 

なお、１３件のうち今回新たに策定する１２件については、「制度の周知徹底」

を農業委員会の意見として提出したいと考えておりますがよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、そのようにすることといたします。 

 

 

議題９．農用地利用集積等促進計画に係る意見書に関する件 

別冊資料３ ７件 

議    長 次に、議題９．「農用地利用集積等促進計画に係る意見書に関する件」を審議し

ます。別冊資料３です。 

それでは、農政総務課から説明をお願いします。 

 

農 政 総 務 課 議題９．「農用地利用集積等促進計画に係る意見書に関する件」について説明し

ます。 

別冊資料３の１ページをご覧ください。 

農政総務課の方で策定した農用地利用集積等促進計画案について、農地中間管

理事業の推進に関する法律第１９条第３項に基づき、農地バンクに農用地利用集

積等促進計画（案）を提出する前に、農業委員会の意見を求めるものです。 
２ページをご覧ください。 

令和７年２月１日から貸付予定の農地になります。 

使用貸借権２件、１１筆、７，３９４．００㎡、賃貸借権２件、１１筆、９，

６９１．００㎡となっております、合計４件、２２筆、１７，０８５．００㎡で

す。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、３ページから

１４ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 
次に、１５ページをご覧ください。 

令和７年２月２８日から貸付予定の農地になります。 

使用貸借権１件、１筆、３７９．００㎡、賃貸借権２件、４筆、３，８１３．

００㎡となっております、合計３件、５筆、４，１９２．００㎡です。 

設定する利用権の詳細及び借受人の農業経営の状況については、１６ページか

ら２４ページに記載がございますので、お目通しをお願いいたします。 
以上です。 
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議    長 ただいま、農政総務課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題９．「農用地利用集積等促

進計画に係る意見書に関する件」７件につきましては、原案どおり承認すること

に決定いたします。 

 

 

議題１０．農地中間管理事業の事務委任に関する件 

別冊資料４ 

議    長 次に、議題１０．「農地中間管理事業の事務委任に関する件」を審議します。別

冊資料４です。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 

議題１０．「農地中間管理事業の事務委任に関する件」について説明します。 

別冊資料４の裏面をお願いします。 

令和７年３月末をもって、旧基盤法の「農用地利用集積計画」が廃止され、 

同年４月以降は、バンク法の「農用地利用集積等促進計画」に切り替わること

から、現在、市農林水産部から事務委任されていた、「農用地利用集積計画」に関

する業務の代わりに、「農用地利用集積等促進計画」に関する業務が、事務委任さ

れるものです。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、農政総務課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１０．「農地中間管理事業

の事務委任に関する件」につきましては、原案どおり同意することに決定いたし

ます。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 
１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

３０ページ～３１ページ ２件 
議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 
 

報告します。３０ページです。 

照会日：令和６年１２月１２日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和６年１２月１９日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 
 

報告します。３１ページです。 

照会日：令和６年１１月１８日、現況：農地、調査結果：該地は市街化調整区

域内にあり、現況農地である。 

処理状況：令和６年１１月２９日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３２ページ～３５ページ ２２件 

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

３６ページ～４３ページ ２０件 

４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

４４ページ～４５ページ ３件 

５．農用地利用集積等促進計画に関する報告について 

４６ページ～５３ページ １３件 

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

報告事項５「農用地利用集積等促進計画に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

３２ページをお開き下さい。 

報告事項２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、農業

委員会に届出を要するもので、今回の届出は２２件です。 

登記地目別では、田２１筆、１６，１７３．００㎡、畑４０筆、２８，１８０．

００㎡となっております。取得した事由別数は、相続が２２件。権利の種別は、

所有権が２２件。農業委員会によるあっせん等は、無が２２件となっております。 

３３ページから３５ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 
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事 務 局 

 

 

次に、３６ページをお開き下さい。 

報告事項３ 農地法第４条・第５条届出専決に関する報告の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、上から順に一般住宅が４件、駐車場、その

他が各１件、合計６件となっております。 

第５条関係では、上から順に一般住宅が１１件、共同住宅、駐車場、資材置場

が各１件、合計１４件となっております。 

３７ページから３８ページは、４条関係６件、３９ページから４３ページは、

５条関係１４件の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 
 

次に、４４ページから４５ページをお開き下さい。 

報告事項４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告についてで

す。 

吉田、喜入、松元地区で各１件、合意解約の通知が出ております。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、４６ページをお開き下さい。 

報告事項５ 農用地利用集積等促進計画に関する報告についてです。 

これは、先に開催した総会において、「同計画に係る意見書に関する件」として、

審議いただいた件について、県知事の認可があったことを報告するものです。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権６件、１０筆、１２，０１７．００㎡、使用貸借権７件、１６筆、１

０，２１４．００㎡、合計１３件、２６筆、２２，２３１．００㎡です。 

４７ページから５３ページは、農用地利用集積等促進計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

６．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 
別冊資料５ １００件 

議 長 次に、報告事項６「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」別冊資料５です。 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項６「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料５をご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１００筆の非農地判断を実施して頂いておりま

す。実施結果に基づきまして、関係部署及び備考欄の通知日に所有者へ通知書を

送付しております。内容につきましては、お目通しをお願いいたします。 
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議    長 
 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午後３時２０分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

 

事 務 局 
 
 
 

・令和６年度第１０回総会（月例）開催日時は、 

１月２８日（火）午前１０開会 

中央公民館 地下第１中会議室 

 

この後、午後３時３０分から、第２回合同委員会を開催いたします。会場の準

備を行いますので、しばらくお待ちください。 

 

合同委員会開催後は、会場をアクアガーデン・ホテル福丸に移しまして、午後

５時３０分から農談会を開催いたします。 

 

以上で、事務局からの連絡を終わります。 

 

議    長 
 
 
 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午後３時２５分） 

 

 
 


